
重要事項説明書 

1. 使用料・キャンセルについて 

（1） 使用料は、会館の発行する「使用料の納入について」によって当館指定の金融機関口座へお振込み下さい。

（小切手等は取扱いません。また、振込手数料についてはご負担願います。） 

（2） ご請求は 40日前までにご郵送いたします。 

（3） 使用料は使用開始日の 20日前までに納入してください。 

（4） 真にやむを得ず期日や会場などの変更または取消される場合は、速やかに連絡してください。 

（5） 変更または取消をされる場合は「催事変更・取消申請書」を提出してください。 

（6） 既納の使用料は、原則として、お返しできません。 

（7） 使用時間の延長、備品等の追加の場合は、催事終了後請求書を送付致しますので、納入期限までに お支払

いください。 

2. 使用許可・取消と制限について 

（1） 使用許可書は、使用料納入後交付します。 

（2） 次の各号の一に該当するときは、使用許可の制限・取消をすることがあります。 

ア. 公安又は風俗を害するおそれがあるとき 

 犯罪行為又は犯罪等をとなえ、あおり、そそのかす等の行為を伴う利用を行う場合。 

 集団的又は常習的に暴力行為を行う恐れがある組織の利益になると認められた場合。 

 わいせつ行為その他善良な風俗又は青少年の健全育成に有害であると認められる利用を行う場合。 

 会合の性質が騒じょうを起こすおそれがあるとき等。 

イ. 主催者が条例又は条例に基づく規則に違反したとき 

 当会館の設置目的以外の目的である場合 

 故意に使用目的を偽っていると認められるとき。 

 利用料金の未払い等。 

ウ. 使用条件に違反したとき 

 申請者自身が施設を使用する必要がないにもかかわらず、使用承認の申請をしている場合。 

 事前の申請内容と異なった使用を行った場合等。 

エ. 管理上その他支障があるとき 

 建物の壁面、窓ガラス、床面、天井、備品物品等を傷つける行為を伴う場合。 

 建物改修工事等のため一般の使用に供することが工事等の支障になると認められる場合。 

 火の使用を認められている場所以外の場所において、火の使用を伴う場合。 

 音・臭い・振動等により他の使用者等に耐えがたい苦痛をもたらすような使用を行う場合。 

 伝染性の病気にかかっていると認められる者等。 

オ. 引き続き３０日を超えて使用するとき 

 特別の必要があり、かつ管理上支障がないと認められる場合において、広島市長の承認を得たときは、

使用許可をします。 

3. 各関係機関への届出等について 

催物開催にあたっては「催物開催における順守事項」を順守のうえ、有効かつ適切な実施計画に基づいて、ご利

用ください。 

（1） 催物を開催する場合は使用開始日の 10 日前までに、「催物開催計画書」、「レイアウト図面」、「催物開催時の



自衛消防隊編成表」を各 2部、会館へ提出してください。 

（2） 展示ホールで喫煙又は裸火をご使用の場合は、使用開始日の 10 日前までに「喫煙等承認申請書」、「催物開

催時の自衛消防隊編成表」、「レイアウト図面」を各 2 部、なお、裸火を使用される場合には、「裸火使用場所

詳細図」各 2部を一緒に会館へ提出していただき、検収終了後、広島市西消防署へ提出してください。 

（3） 消防署で承認された、「喫煙等承認申請書」1部を速やかに会館へ提出してください。 

（4） 飲食コーナーで調理（3日以内）を行う場合は、使用開始日の 10日前までに、広島市健康福祉局保健部西区

分室（保健所）へ「営業開始届け」を届出て下さい。承認を受けた旨当館へご連絡ください。 

4. 装飾施工・装飾事業者の責務について 

装飾事業者の責務 

（1） 当館での装飾を初めて行う事業者は、当館へ届出をしてください。 

（2） 代表装飾業者は、各関係業者を統括し、常に当館と連絡し合ってください。 

（3） 装飾設営業者が行った施設の破損等の違反行為は、一切の責任を主催者に負っていただきます。 

装飾材料 

施設、備品を破損・汚損するおそれのある装飾材料を用いた施工は行わないでください。 

（1） 壁・桟等へのくぎ打ち、テープ類の貼付 

（2） 床上での直接釘打ち・糊付、塗装作業 

（3） 天井からの吊下げ装飾 

床面仕様の変更について ※平成 29年 9月より床が全面リニューアルいたしました。 

（1） 車両乗り入れについて 

 タイヤ痕防止の為、速度厳守（5ｋｍ以下）、ブレーキ・ハンドルの切返しは慎重にご留意ください。 

 フォークリフト乗り入れの場合は白タイヤを推奨しています。 

 大型車・特殊車両乗り入れに対しては床面を損傷しないよう、防護措置を施していただく場合がございます。 

（2） テープの使用について 

 養生テープ（マスキングテープ）・両面テープについて跡が残らないもの（弱粘）を使用し、布テープ・紙テープ

は使用しないでください。 

（3） ステージ・重量物の設置について 

 床面を損傷しないよう、防護措置を施してください。 

5. 使用者の安全管理、原状回復と損害賠償について 

（1） 施設の利用に当っては、関係法令並びに規則に従い、安全衛生管理・事故防止等に万全を期してください。 

（2） 主催者は、責任者を指定して「催物開催計画書」にご記入いただき、会館に届け出てください。 

（3） 展示品等の搬入物品については、盗難、火災等の事故防止に万全を期してください。 

（4） 使用期間中の会場や付帯施設の維持、清掃、会場の防火、防犯、構内の交通整理などは、主催者の責任のも

とに必要な係員を配置して下さい。展示場内に搬入された展示品等については、一切保管の責任を負いま

せん。 

（5） 使用期間中及び使用後は、主催者が責任をもって掃除を行い、ゴミ等はお持ち帰りください。 

（6） 使用期間中は、主催者の責任者は、必ず常駐して催事や搬出入等の状況を把握し、事故防止に努めてくださ

い。 

（7） 使用最終日の清掃後、主催者と会館職員(警備員)の両者立会いのうえで点検し、新たに設備、備品等に破

損・汚れ・紛失等が発見されたときは、原状回復又は弁償をしていただきます。 

6. 駐車場施設について 

（1） 隣接無料駐車場 145台及び付属駐車場(有料)145台（分割使用可能）ございます。 



（2） 本館前駐車場は、本館利用者のみとなっています。 

（3） 交通整理は、主催者側の責任のもとに人員を配置してください。 

（4） 近隣周辺・他利用者（本館も含む）の状況により、整理員の人数の指定・増員をお願し、使用許可条件とする

場合があります。 

7. 新型コロナウイルスに関する施設利用ついて 

施設の利用に当たっては、当面の間、「広島市主催のイベント等の開催に関する基本方針」に準じた利用を 

要請しています。感染症対策及び飲食の取扱いについては、中小企業会館感染防止ガイドラインをご確認下さい。 

また、感染者・濃厚接触者が発生した場合は、イベント主催者には、参加者への確実な連絡と行政機関による調

査への協力、及び当館にご連絡いただくようお願いします。 

8. 暴力団排除条項について 

契約終結後や許認可決定後に、暴力団、暴力団員、県公安委員会公表者又は暴力団密接関係者であることが 

判明した場合、又は暴力団の利益になり若しくはそのおそれがあると認められた場合に、契約の解除、許認可等の

取消や補助金等の返還をさせることができる。 

（ﾁｪｯｸ欄） 

□ 暴力団又は暴力団員ではありません。 

□ 暴力団の利益になる施設利用ではありません。 

 

 

上記を承諾の上、次の通り申請します。また、この申請書の内容について、暴力団排除の為、関係する 

官公庁へ照会する場合がある事に同意します。 

以上をご確認・ご署名・捺印の上、お申込みください。 

 

令和   年   月   日 

住 所                             

会 社 団 体 名                              

申 請 者 名                          ㊞ 

申請者様ご生年月日  (大正・昭和・平成)     年    月    日 生 


